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「医師の働き方改革に関する検討会」報告書に対する意見書 

 

2019 年６月 10 日 

日 本 労 働 弁 護 団 

会長 徳 住 堅 治 

 

１ 本意見書の骨子 

 2018 年 6 月の労働基準法改正によって、法定時間外労働に対する新たな上限規制が定められ

たが、医師は 2024 年まで適用猶予とされ、その後も特別の規制に服するものとされている。そ

の特別の規制について、厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」（以下「検討会」という）

は、2019 年 3 月 28 日、報告書（以下「報告書」という）を公表した。 

 しかし、その内容は、一般の労働者に比して年間を通じた長時間労働を可能とするものであっ

た。さらに、年間 1860 時間の時間外労働（休日労働込み）を可能とする極めて危険な例外も定め

ており、到底認められるものではない。 

 絶対的な医師不足等を原因として、医師の長時間労働は異常な状況にある。しかし、医師（勤

務医）も労働者である。医師も、その長時間労働によって心身等に負荷がかかることは他の労働

者と同様である。医師についても、この当然の事実を直視したうえで、通常の労働者と同様の時

間外労働等の上限規制を適用されなければならない。 

 

２ 医師の働き方改革に関する検討会報告書の概要 

（1）働き方改革関連法における時間外労働の上限規制の適用猶予等 

 2018 年 6 月に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」は、労働

基準法を改正し、時間外労働等に対する上限規制を新たに設け、2019 年 4 月 1 日より施行され

ている（中小事業主については 2020 年 4 月 1 日施行）。しかし、「医業に従事する医師」につい

ては、その規制は、2024 年 3 月 31 日までの間、適用されない（労基法附則 141 条 4 項）。同期

間経過後も、①労基法 36 条 3 項の「通常予見される時間外労働」の「限度時間」を、「限度時間

並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」と読み替えたうえで適用し、

同条 5 項が定める特別条項の上限及び同条 6 項 2 号 3 号が定める刑事罰は適用されない（労基法

附則 141 条 1 項）。 そのうえで、②通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨

時的に労基法 36 条 3 項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合について、上限として「同

条 5 項〔労基法 36 条 5 項〕に定める時間及び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生

労働省令で定める時間」とし（労基法附則 141 条 2 項）、③36 協定によっても超えられない時間

外労働の罰則付上限についても、「同条 6 項〔労基法 36 条 6 項〕に定める要件並びに労働者の健

康及び福祉を勘案して厚生労働令で定める時間」としている（労基法附則 141 条 3 項 5 項）。 

（2）検討会報告書の概要 

 検討会は、以上の「厚生労働省令」について議論するものであったが、報告書では、以下のと

おりその内容を示している。 

ア Ａ水準 

 報告書は、「医療機関で患者に対する診療に従事する勤務医」（診療従事勤務医）について、2024
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年 4 月 1 日以降適用される時間外労働の上限水準（Ａ水準）を以下のとおりとする。 

① 通常予見される時間外労働につき延長することができる時間数として 36 協定で協定する時

間数の上限（医師限度時間）を月 45 時間・年 360 時間とする。 

② 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に医師限度時間を超えて労

働させる必要がある場合につき、延長することができる時間数として 36 協定で協定する時間

数の上限について、（ⅰ）1 か月あたり原則 100 時間未満（休日労働込み）、（ⅱ）1 年 960 時間

（休日労働込み）とする。 

③ 36 協定によっても超えられない時間外労働の時間数の罰則付上限について、②と同様の水準

とする。 

イ 地域医療確保暫定特例水準（Ｂ水準） 

 報告書は、以上のＡ水準に例外を二つ設けている。その一つが、地域医療確保暫定特例水準（Ｂ

水準）である。これは、地域医療体制を確保するための経過措置として暫定的な特例水準である

が、以下のとおり定められている。 

① 医師限度時間は、労基法 36 条 4 項とＡ水準と同様、月 45 時間・年 360 時間とする 

② 臨時的な必要がある場合の単月の時間数の上限を 100 時間未満（休日労働込み）としつつ、

「追加的健康確保措置」を実施した場合に例外を認める。また、1 年あたりの延長することが

できる時間数の上限は、1860 時間（休日労働込み）とする。その適用はＡ水準と同じく年 6 カ

月に限らない。 

③ 36 協定によっても超えられない時間外労働の罰則付上限について、②と同様の水準とする。

Ａ水準と同じく複数月平均による規制はない。 

ウ 集中的技能向上水準（Ｃ水準） 

 Ａ水準のもう一つの例外が、集中的技能向上水準（Ｃ水準）である。これは、一定の期間集中

的に技能向上のための診療を必要とする医師向けとして定められたものであり、その水準は、Ｂ

水準と同様のものとされている。 

 このＣ水準は、（Ｃ-１）初期研修医など、医師等としての基礎的な技能や能力の習得に必要不

可欠である場合、（Ｃ-2）高度特定技能の育成に関連する診療業務を行う場合の２つの類型に適用

される。 

 

３ 医師の長時間労働の実態 

（1）異常な長時間労働 

 報告書も「他職種と比較しても抜きん出た長時間労働の実態」と表現するとおり、医師の労働

時間は長時間化している。検討会にも提出された厚労省「医師の勤務実態及び働き方の意向等に

関する調査」（2017 年 4 月 6 日発表）によれば、週当たり勤務時間（診療時間、診療外時間、待

機時間の合計）が 60 時間以上の病院常勤医師は 38％にもなる。しかも、この時間には、オンコ

ールの待機時間（院外に待機して応急患者の診療等の対応を行うこと）は含まれていない。厚労

省「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」（平成 13 年 12 月 12 日付基発第 1063 号）は、

「発症前１ヶ月間におおむね 100 時間又は発症前２カ月間ないし６カ月間にわたって、１ヵ月当

たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が認められる場合が業務と発症との関連性が強いと評

価」しているが（過労死ライン）、勤務時間週 60 時間は 1 カ月 80 時間越えの時間外労働に従事
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しているとも解され、以上の約 40％の医師は過労死ラインを超えて就労していることになる。 

（2）宿直・宅直勤務の実態 

 医師の労働実態の 1 つの特徴に宿直勤務、宅直勤務がある。医療法第 16 条は、「医業を行う病

院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と定めており、多くの病院勤務医は宿

直に従事している（「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」によれば、病院常勤医師

のうち宿直回数が月 1～4 回の医師は 42％、5～8 回の医師は 10％である）。さらに、夜間宿直を

担当する医師の多くは、宿直明けに通常勤務を担当しており、連続で 30 時間以上の拘束となる。 

 この宿直勤務については、労基法第 41 条に基づき、監視又は断続的労働（同条 3 号）として

許可を受け、労基法上の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を免れている例も多い。厚労

省は、労基法第 41 条 3 号の一般的許可基準として、「殆ど労働する必要のない勤務」という勤務

実態を要求し（昭和 22 年 9 月 13 日発基 17 号）、医療機関については「夜間に従事する業務は、

一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師への報告あるいは少数の要注意患者

の定時検脈、検温等特殊の措置を要しない軽度の、又は短時間の業務に限ること」等の要件を定

め、「昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものについては、宿直の許可を与え

る限りではない」としている（平成 14 年 3 月 19 日付基発 0319007 号）。しかし、実際は、宿直

中に通常業務と変わらない業務に従事することを余儀なくされているにもかかわらず、上記許可

が維持され、労働時間として算定されない例が多いという（宿日直勤務の労基法 41 条 3 号該当

性を否定したうえで、労働時間性を肯定した裁判例として奈良病院事件・奈良地判平成 21 年 4 月

22 日労経速 2040 号 3 頁がある〔最高裁で確定〕）。 

 医師は、宅直勤務（オンコール）も担当している。頻繁に呼び出される医師も稀ではないが、

その待機時間は労働時間に全く反映されていない。 

 その他にも、医師は「自らの知識の習得や技能の向上を図る研鑽を行う時間」にも従事してい

る。業務との関連性、使用者たる病院の利益に繋がることなどを考慮すれば、この自己研鑽の時

間も労働時間と評価されるべき時間が多く含まれている（医療法人社団康心会事件・横浜地判平

成 27 年 4 月 23 日労判 1168 号 61 頁〔最高裁でも維持〕、医療法人雄心会事件・札幌高判平成 25

年 11 月 21 日労判 1086 号 22 頁など）。しかし、多くの病院は、その時間を労働時間とは扱って

いない。 

（3）36 協定未締結等の実態、労働時間管理の問題 

 そもそも、時間外労働に従事させるために法律上不可欠な 36 協定を締結していない病院は少

なくない。日本小児科学会「病院小児科・医師現状調査（2010 年）」によれば、公立大学の 20％、

私立大学の 36.8％、大学分院の 26.3％、自治体の 23.8％、民間の 24.5％が 36 協定を締結してい

ない。また、36 協定を締結していても、常軌を逸した特別条項を定めている例も多い。国立循環

器病研究センター病院が、月 300 時間、年間 2070 時間の特別条項による時間外労働の限度を定

めていたことは周知のとおりである。 

 勤務医の労働時間の管理も杜撰になされていることが多い。「医療勤務環境改善マネジメント

システムに基づく医療機関の取組みに対する支援の充実を図るための調査・研究」（平成 28年度）

によれば、医療機関における「労働時間の管理方法」は、出勤簿・管理簿が 53.4％、タイムレコ

ーダー・タイムカードが 18.6％、ＩＣカードが 8.1％となっており、客観的記録での管理は 26.7％

にとどまっている（労働時間の把握方法については、労働安全衛生法 66 条の 8 の 3、平成 30 年
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12 月 28 日基発 1228 号第 16 号）。そもそも「労働時間を管理していない」も 16.2％となってい

る。さらに「時間外労働時間数の申告状況」は、「申告している」が 56.1％、「申告していない」

が 43.9％となっており、半数近くは時間外労働の申告さえされていない。 

 勤務医については、労働基準法第 41 条第 2 号の「監督若しくは管理の地位にある者」として

扱われ、労働時間管理を行わず、時間外労働手当等が支払われていない例も多いという。 

（4）医療安全への影響 

 以上のような杜撰な労働時間規制の適用状況のもと、多くの医師が過労死ラインを超える長時

間労働に就くことを余儀なくされている。しかも、その職務である医療行為は、緊張度の高いも

のであり、その精神的負荷は計り知れない。 

 医師の長時間労働は、医師の問題だけではない。長時間労働と医療ミスは関連すると指摘され

ており、患者の安全にも重大な影響をもたらしているのである（日本学術会議「提言 病院勤務

医師の長時間過重労働の改善に向けて」（2011 年）、ＪＩＬＰＴ「勤務医の就労実態と意識に関す

る調査」（2012 年）など）。勤務時間を減らすことによって、医療ミスが軽減されたとの分析もあ

る（江原朗「医師の長時間労働は医療安全に有害ではないのか」）。 

（5）家事責任等を負う医師が排除される仕組み 

 報告書も指摘するように、以上のような過酷な長時間労働が標準化されることによって、妊娠・

出産する女性医師や育児等の家事責任を負う医師が就業を継続することは困難となっている。そ

のような医師たちは、アルバイト医師等のように非正規化される例も多いという。昨年から問題

となっている医学部医学科入試における女性差別についても、妊娠・出産等を負担する女性が敬

遠された結果であるとの指摘もある。 

 

４ 報告書の問題点 

（1）異常な長時間労働の現状追認 

 報告書が、医師の長時間労働の現状を認識しつつ、「医師は、医師である前に一人の人間であり、

健康への影響や過労死さえ懸念される現状」を変えるべきであると指摘し、医師の長時間労働の

1 つの要因とされることの多い「応召義務」（医師法第 19 条）については「公法上の義務」に過

ぎず、応召義務があるからといって際限のない長時間労働が求められることはないとしているこ

となどは正当である。 

しかし、その具体的な規制の枠組みについては、後述のとおり問題がある。特にＢ水準、Ｃ水

準は、いわゆる過労死ラインを大きく超えるものであって、容認できるものではない。病院勤務

医が労働者であることは自明のことであり、医師であることによってそのような過労死ラインを

超える労働が許容されることはありえない。通常の労働者と同様の水準による労働時間規制を適

用されなければならず、そのための方策を早期に検討すべきである。その検討にあたっては、当

事者である病院勤務医はもちろんのこと、当該勤務医を組織する労働組合の意見等を十分に聴取

することが必要である。 

ア Ａ水準の問題点 

 まず、Ａ水準については、②臨時的な必要がある場合について、単月の上限 100 時間未満は、

一般の労働者と同水準であるが、そもそも当該水準が過労死ラインを超えるもので危険である。

年間上限時間 960 時間（休日込み）は、一般の労働者についても制度上可能とされる危険なもの
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であるが、医師についてそれを正面から認め、月平均 80 時間の時間外労働（休日労働込み）を可

能とする点でやはり問題である。また、②臨時的な必要がある場合の適用を 6 カ月に限定しない

こと、③36 協定によっても超えられない罰則付上限時間についても複数月平均による規制を外し

たことは、年間を通じた恒常的な長時間労働を可能とするもので医師の生命・健康の保護として

不十分なものと言わざるを得ない。 

イ Ｂ水準及びＣ水準の問題点 

 報告書の大きな問題は、Ａ水準の例外として設けられたＢ水準とＣ水準である。いずれも②臨

時的な必要がある場合について、単月の時間外労働の上限を 100 時間未満（休日労働込み）とし

つつ、それを超える例外を認めている。しかもその例外の上限さえ定められていない。単月・複

数月の上限が存在しないことになり、極めて危険である。また、年間上限時間を 1860 時間とす

るが、Ａ水準の 2 倍近い水準であり、月に換算すると 155 時間となり、到底認められるものでは

ない。 

 単月・複数月の上限が存在しないことは、勤務病院の変更が行われる勤務医にとっては重大な

問題である。すなわち、病院勤務医は、大学医局の人事によって年度等に関係なく勤務病院の変

更が行われることがあるという（使用者が変更される「転職」にあたる場合もある）。この点、使

用者が変更されない「転勤」の場合、当該労働者が事業場を跨ったとしても、労働時間を通算し

て適用されることは当然である。他方、使用者が変更される「転職」の場合、転職後の病院にお

いて、転職前の病院における時間外労働の実績が通算されない取扱いが許されれば極めて危険で

ある。Ｂ水準・Ｃ水準の②には単月・複数月の上限がなく、転職前の病院、転職後の病院のそれ

ぞれにおいて青天井の長時間労働に従事させられることになり、もはや上限が存在しないことに

なるからである。刑事罰の対象となる②について、「転職」しても労働時間が通算されると法律上

明記すべきである。 

 報告書は、年間の時間外勤務時間が 1860 時間を超えると推定される医師がいる医療機関は、

病院全体の約 27％、大学病院の約 88％、救命救急機能を有する病院の約 84％、救急機能を有す

る病院の約 34％と「広く存在している」と指摘し、当該水準をやむを得ないものと位置づけてい

る。しかし、そのような常軌を逸する長時間労働に従事する医師を基準にして、生命・健康等を

保護するための労働時間規制の水準を定めることは議論が転倒している。 

ウ Ｃ水準は不要であること 

 Ｃ水準については、そもそも特別の上限を設定する必要性があるのか疑問である。技能向上（Ｃ

水準）のために特別の上限を設定する必要性は高くない。報告書は、臨床研修医・専門研修中の

医師等の「医師養成の遅れにつながるおそれ」、高度技能を有する医師の育成の遅れなどを指摘す

るが、それらに年間 1860 時間もの時間外労働が必要であるか大いに疑問である。報告書自体が、

「我が国において時間外労働と（Ｃ）-１、２の業務の関連性を検証したエビデンスは現在のとこ

ろ存在しない」と指摘している。このＣ水準は、現実の研修医等の長時間労働の実態を基準に、

その必要性等を検証しないまま、上限時間の特例を認めた点で不当である。 

エ 過労死を引き起こす危険性のある水準であり、使用者は安全配慮義務を免れるものではないこ

と 

 以上のとおり、報告書が示す水準は、例外であるＢ水準・Ｃ水準だけでなく、原則であるＡ水

準も恒常的な長時間労働を可能とする危険な内容である。医師も、その長時間労働によって心身
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等に負荷がかかることは他の労働者と同様であり、上述したいわゆる過労死ラインは当然医師に

も妥当する。これらの水準が過労死ラインを超える危険な内容であることは十分に認識されるべ

きである。 

 また、医師についてこれらの水準が設けられたからといって、使用者たる病院経営者の労働者

である医師に対する安全配慮義務に例外が生じるわけではない。この点については、「労働基準法

第 36 条第 1 項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関す

る指針」（厚生労働省告示第 323 号）が、「使用者は、時間外・休日労働協定において定めた労働

時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間の範囲内で労働させた

場合であっても、労働契約法…第 5 条の規定に基づく安全配慮義務を負うことに留意しなければ

ならない」（第 3 条第 1 項）と定められているとおりである。 

（2）労働時間性の問題、労働時間管理の問題が曖昧であること 

 上述したとおり、勤務医は、その当直について、実際には通常業務と同様の業務に従事してい

るにもかかわらず労働時間に算定していなかったり、宅直（オンコール）や自己研鑽時間につい

ても同様に労働時間に算定していないことが多い。報告書では、それらの取扱いを明確化してい

ない。それらの負荷を考えれば、それら宿直・宅直・自己研鑽時間等の時間も確実に包摂した形

での規制を考える必要がある（少なくとも、それらの時間が労働時間に該当するかを厳密に検討

したうえで、労働時間の上限規制を及ぼす必要がある）。 

 また、宿直勤務の違法な労基法 40 条 3 号の適用、36 協定の未締結などの労基法違反の実態を

厳しく取り締まることも必要不可欠である。さらに、タイムカード等の客観的記録に基づき労働

時間を適正に管理することも当然に実施しなければならない。報告書にはこれらの観点が抜け落

ちている。 

 

５ 最後に  

 報告書も認めるとおり、医師の長時間労働は極めて危険な水準にある。36 協定が締結されてい

なかったり、労働時間管理も杜撰、時間外労働の申告さえ正確に行われていないなど、前近代的

な実態にある。結果として、医師の生命身体が脅かされているだけでなく、妊娠・出産を負担す

る女性医師等が継続して就労することが困難な状況におかれ、さらには医療安全にも重大な影響

を及ぼしている。 

 このような状況の大きな原因に医師数の絶対的不足がある。この医師の絶対的不足の状況は、

日本政府による医師数抑制政策によるものであるが、その負担を労働者たる医師に押し付けるこ

とはあってはならない。 

 医師の労働時間規制についても、医師（勤務医）も労働者であるという当然の事実を直視し、

その生命健康等を保護するため、通常の労働者と同様の水準の時間外労働等の上限規制を適用す

るべきであり、そのための方策を早期に検討することを求める。そして、その検討にあたっては、

当事者たる勤務医は当然のこと、勤務医を組織する労働組合の意見等を十分に聴取しなければな

らない。 

 

以上 


